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上記の者は、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第 34条
第 １項の規定による立入検査に従事する職員であることを証明する。

農林水産大臣 印
（地方農政局長又は北海道農政事務所長）

写

真

押

出

ス

タ

ン

プ

○



（裏）

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律（抄）

（報告及び立入検査）
第 34条 農 林 水 産 大 臣 は 、 こ の 法 律 の 施 行 に 必 要 な 限 度 に お い て 、 登 録 生 産 者 団 体 、 生 産 業 者
そ の 他 の 関 係 者 に 対 し 、 そ の 業 務 に 関 し 必 要 な 報 告 を 求 め 、 又 は そ の 職 員 に 、 こ れ ら の 者 の
事 務 所 、 事 業 所 、 倉 庫 、 ほ 場 、 工 場 そ の 他 の 場 所 に 立 ち 入 り 、 業 務 の 状 況 若 し く は 農 林 水 産
物等、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

２ 前 項 の 規 定 に よ り 立 入 検 査 を す る 職 員 は 、 そ の 身 分 を 示 す 証 明 書 を 携 帯 し 、 関 係 人 に こ れ
を提示しなければならない。

３ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 立 入 検 査 の 権 限 は 、 犯 罪 捜 査 の た め に 認 め ら れ た も の と 解 し て は な ら
ない。

第 42条 次 の各号のいずれかに該当する者は、 30万 円 以下の罰金に処する。
一～三 （略）
四 第 34条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 報 告 を せ ず 、 若 し く は 虚 偽 の 報 告 を し 、 又 は 同 項 の 規 定 に よ
る検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第 43条 法 人 （ 法 人 で な い 団 体 で 代 表 者 又 は 管 理 人 の 定 め の あ る も の を 含 む 。 以 下 こ の 項 に お
いて同じ。）の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、
そ の 法 人 又 は 人 の 業 務 に 関 し て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 の 違 反 行 為 を し た と き は 、 行 為 者 を
罰 す る ほ か 、 そ の 法 人 に 対 し て 当 該 各 号 に 定 め る 罰 金 刑 を 、 そ の 人 に 対 し て 各 本 条 の 罰 金 刑
を科する。
一 第 39条 ３ 億円以下の罰金刑
二 第 40条 １ 億円以下の罰金刑
三 前条 同条の罰金刑

２ 法 人 で な い 団 体 に つ い て 前 項 の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に は 、 そ の 代 表 者 又 は 管 理 人 が 、 そ
の 訴 訟 行 為 に つ き そ の 法 人 で な い 団 体 を 代 表 す る ほ か 、 法 人 を 被 告 人 又 は 被 疑 者 と す る 場 合
の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
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